
 

 

 

 

  「ＰＣＲ検査等」 

接触者ＰＣＲ検査センター   

  自己負担等の 

  ＰＣＲ検査も含む 

  令和４年６月２０日  西原町教育委員会（第１３版：補足版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学校・中学校 

西原町立幼小中学校（小中学校の「学校・保育ＰＣＲ検査」廃止→幼稚園のみ「保育ＰＣＲ検査」として継続） 

同居家族以外（同一学級・学年、部活、塾、学童、スポーツクラブ、学校外友人との接触等）の感染者と接触した者の対応について 

同居家族以外の感染者

と接触した者  

（同一学級、部活 

学校外の友人） 

無症状 

有症状 

感染リスクが低い場面での接触者 

（適宜マスク着用・飲食無し・黙

食での給食） 

感染リスクが高い 

場面での接触者 

（マスク無しの合唱・会話・飲食

学童・塾・スポーツクラブ等） 

同一学級・部活内等で感染が見られない 

（複数の感染者無し・有症状者無し） 

同一学級・部活内等で感染が見られる 

（複数の感染者判明・有症状者複数いる） 

登 校 

一定期間の学級閉鎖、出席停止 

（ＰＣＲ検査等は自宅待機中に実施） 

ＰＣＲ検査等の陰性判定、または最終 

接触日の翌日から 5 日経過後に登校可 

一定期間の出席停止（ＰＣＲ検査等は自宅待機中に実施） 

ＰＣＲ検査等の陰性判定、または最終 

接触日の翌日から 5 日経過後に登校可 

         一定期間の出席停止 → 医療機関受診 

            陽性→同居家族は、原則濃厚接触者 

           （当該感染者の発症日から７日間の出席停止：８日目に解除で登校可） 

同居家族以外の感染者と接触した場合でも、 

保健所から濃厚接触者と特定された場合は、 

「最終接触の翌日より 7 日間」の考え方に則って対応する 

ことになります。 

 

検査結果判明までは、幼稚園への登園 

は控える。但し、就労支援の 

観点から強制するものではない。 

（保育ＰＣＲ検査の実施） 

ＰＣＲ検査等（自己負担検査含む）の陰性判定、 

または最終接触日の翌日から 5 日経過後に登園・利用可 

幼稚園（預かり保育） 

幼稚園・小学校・中学校・部活・塾・学童 


